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水戸地方裁判所委員会（第３２回）議事概要 

 

１ 日 時 平成３０年１１月５日（月）午後１時３０分から午後３時３

０分まで 

２ 開催場所 水戸地方裁判所大会議室 

３ 出 席 者  

（委員） 

   跡部尚子，荒井徹伊，卜部晴比古，大和田基，北島重司，小西俊一，

斉藤学，寺澤真由美，中村愼（委員長），仁瓶和弥，前田英子，村

上信夫，村上正子（五十音順 敬称略） 

  （事務担当者等） 

   池田友民事首席書記官，篠原和子刑事首席書記官，中園敬事務局長，

内野洋事務局次長，長坂浩之総務課長，繁田隆志水戸簡易裁判所裁

判官（司掌者），小泉秀明水戸簡易裁判所庶務課長 

４ 議事 

⑴   新任委員の紹介（中村委員） 

⑵   第３１回委員会において，委員から意見が出されていた事項につ

き，対処した事項等を報告した。 

⑶   委員長の互選 

  互選により，中村委員を委員長として選任した。 

⑷   本日のテーマ「民事調停について」 

水戸簡易裁判所から民事調停手続の概要及び民事調停手続の広報

活動について，それぞれ説明が行われた。  

  テーマについて意見交換をした概要（●委員長，○委員，△事務担

当者） 
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● ここからは，本日のテーマについて御意見を頂きたいと思います。そ

もそも民事調停手続が国民の中にどのくらい周知されているか，委員の

皆様がどう感じておられるのかをお聞きしたいと思いますが，いかがで

しょうか。例えば弁護士委員は手続の選択をする際に，依頼者の方が民

事調停手続をどの程度認知しているという感覚でしょうか。  

◯ 少なくとも，何か法律問題を抱えていて，誰かに相談したいと考えて

弁護士に相談した方については，民事調停制度があること自体はご存じ

の方が比較的多いのかなと考えております。  

◯ 同じく，調停制度は浸透していると思います。ただ，調停というと皆

さん家庭裁判所の家事調停をイメージされていて，この事件は家庭裁判

所ではなく簡易裁判所ですと説明すると，少し驚かれます。簡易裁判所

というと皆さん一番馴染みがあるのが少額訴訟のようで，少額訴訟で１

回の審理で解決できる手続があると聞いたのですが，ということを聞か

れることが多いかなと思います。  

● 弁護士に相談される方には民事調停がそれなりに認知されていると

いうことですが，消費者センターなど相談を受けられるようなところで

民事調停のリーフレットを置いていただいていると思いますけれども，

来庁される方の民事調停の認識度は実際どうでしょうか。  

◯ 消費者センターで受ける相談は，消費者と事業者間のトラブルですけ

れども，実際はそのことを知らない方が多いので，このような相談は非

常に多いです。そのような相談は消費者センターでは扱えないので，い

ろんな相談機関を紹介していくのですが，相談員が，民事調停という制

度がありますよ，というところまでもっていけるケースは，あまり多く

ないのかなという印象があります。  

  一点質問ですが，相談者が民事調停を起こしたときに相手方がどの程
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度出頭してくれるのかというところの感触を教えていただけると，今後

紹介するときに役立てるかなという気がしますがいかがでしょうか。  

● 簡裁の方で，調停の場合，裁判所が呼び出した相手方が出頭するのは

どのくらいか分かりますか。  

△ 調停を申し立てられても，話し合うつもりはなく，出頭しませんとお

っしゃる方も結構おられます。ざっくりとした私の感触としては，大体

７割くらいは出頭されていると思います。したがって，この人とは紛争

があっても裁判所に出頭するつもりはありませんという方も結構おら

れるので，そうでない方は裁判所から呼出状が届くと大体出頭されると

いうことです。特に茨城県の方は誠実な方が多いのか，かなり出頭率は

高いと思っております。  

◯ 私は商工会議所に所属しておりますが，民事調停のパンフレットをい

ただいて，商工会議所８か所を通して，地域の事業所に案内しておりま

す。  

  給料とか家賃とか敷金関係の調停等の話が出てきておりますので，各

商工会議所の事業所については，民事調停手続の理解はある程度は出来

ているのだろうと思います。  

  一つ質問があるのですが，調停委員１７０人が一般市民であるという

お話がありましたが，例えば医療関係であるとか建築関係であるとかが

調停に持ち込まれたときに，医者とか建築士とか資格をもった方が１７

０人の中に入っているのか，専門性を持った方が含まれているのかどう

か，お話いただければありがたいと思います。  

● いろいろな専門性のある調停事件があり，調停委員の専門性について

工夫されていると思いますので，簡裁の方からお願いします。  

△ 全体の数までは承知しておりませんけれども，今御質問にありました
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ように，医師や不動産鑑定士，一級建築士，それから交通事故の紛争に

対応するために元アジャスターの方にも調停委員になっていただいて

います。調停主任の裁判官の他に，原則として調停委員は２人選任いた

しますが，専門的な知識が必要な調停につきましては，２人のうち１人

は必ず専門的な知識のある調停委員に入っていただくようにしていま

す。それから，万能の調停委員として弁護士もいらっしゃいます。申立

てがあった段階でどの方に調停委員をお願いするかということについ

てはそのようにしております。もし，管内の簡裁で専門性のある調停が

申し立てられて，専門の調停委員が足りないということになれば，水戸

簡裁から派遣をするということもしております。  

● 他に認知度についてお感じになるところはありますか。学生はどうで

すか。訴訟については教えることはあるでしょうが，ＡＤＲなどについ

てはあまり注目されないような気がしますけれども，大学などでも調停

手続についてはある程度は教えているのでしょうか。  

◯ 私は民事訴訟法を教えているので，授業の一番初めにＡＤＲの説明は

します。  

● 各委員からは，調停という名前は知られているということでしたが，

実際上調停にはどんなメリットがあるか実感的なところはあるでしょ

うか。手続選択として調停を選択するメリットが最高裁のパンフレット

に記載されていますが，なかなかメリットが伝わっていないのかと思い

ますけど，いかがでしょうか。  

◯ 先ほど出頭率が７割くらいというお話でしたが，調停が成立する率は

どのくらいでしょうか。  

△ これも正確な数値ではございませんけれど，大体成立は３割くらいで

す。あと，調停に代わる決定ということができることになっております。
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あと少しだけれども最終的な合意に至らないという場合には，調停委員

会によって調停に代わる決定という決定書を作りまして，それが送達さ

れてから２週間以内に異議がなければそれで確定するということがあ

りますけれど，出頭されて合意が成立するのは大体３割くらいかなと思

います。それから，まず調停をやってみて，成立しなかったので訴訟を

しますというケースも結構あります。弁護士の中には，調停をしてみて，

相手方の出方をみて，調停で解決できるなら調停で，調停で解決できな

ければ訴訟でというような考えで，第一段階で調停を申し立てるという

ことも中にはあるようです。あと，調停のメリットであり，デメリット

でもあるのは，合意ができないと手続が打ち切りになってしまうことで

す。どちらかの当事者が自分の主張に強く拘ってしまうと，相手の言う

ことに耳を貸さないということが結構あります。その他には，調停の場

合は，申立書に，訴訟の請求の原因のように法律的に書かなくてもいい

ので，これを裁判所に持ち込むかというような，非常に感情的な調停事

件が結構あります。したがって，そういうような事件は調停が成立しま

せんので，全体で調停が成立する率というと大体３割程度となってしま

います。不成立となった事件には，そもそもどんな方法でも解決できな

いような，そんな事件がかなり含まれています。管内の調停委員は非常

に熱心に粘り強く両当事者のお話を聞いていただいていて，成立が難し

そうな事件でも成立しているというような感触を持っております。  

● 民事調停手続の利用という観点で，弁護士委員は実際に民事調停手続

を利用したことがあると思うのですが，いかがでしょうか。  

◯ 私は割と利用させていただいております。今年だけでも申立１件，付

調停２件です。申立てた事件は建物明渡し，付調停となった事件はお墓

の紛争と建築関係です。私としては，調停は当事者が納得して解決する
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ということで，後味が良いので，積極的に利用しています。あとは周辺

事情も含めて解決できるということで，抜本的な解決ができるので非常

に良いと思います。ただ，デメリットも若干ありまして，調停をやって

みて，不成立となって，その後訴訟をするとなると，かえって時間がか

かってしまうので，調停を先行させるか見極めるのに悩むときがありま

す。また，相手方が相談している弁護士で，調停は一切応じないとする

方もおりまして，そういう場合は調停不成立になりますので，その点を

心配しております。それから，費用が安いとされておりますが，保証債

務の案件ですと結構高額ですので，算定不能とすることもありますが，

調停がまとまったときに印紙代を全額取られてしまうとかなり負担に

なるので悩むときがあります。  

● 調停に一切応じない弁護士にその理由を聞いたことはありますか。  

◯ 時間の無駄とか，証拠とか発言が記録されないとかだと思います。  

● 他の方はいかがですか。  

◯ 私は調停手続を利用することもありますけど，調停手続を利用してい

る案件というのは，交通事故の案件が比較的多いものですから，どちら

かと言えば加害者側で，被害者の納得が得られないケースに損害額の確

定を求める調停の申立てをさせていただいていて，あと過失割合のとこ

ろで，ほぼ５割５割だけれどもなかなか調整がつかなく，仮に訴訟で証

人尋問して判決となってもそれくらいの割合になりそうだという場合

に調停の申立てをするというケースが多いです。  

その他の民事事件でも，そんなには多くはないですけれども利用させ

てもらっています。多くは，その案件を訴訟まで持って行って，一から

証拠をそろえて訴訟を維持できるかなかなか難しいという案件につい

て調停の申立てをして，訴訟をせずに解決が図れるといったものです。 
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それから，調停のメリットは何かと聞かれたときに，すぐに思いつく

のは，秘密が守られるという点がメリットとして感じられるところです。

依頼者の中には，訴訟が公開ということをすごく気にされる方が結構お

りまして，例えば民事の訴訟で，誰も見に来ないから気にしなくていい

よというような話もすることがありますけれど，やはり開廷表に載って

しまうということを気にされて，訴訟に二の足を踏んでしまう方もおら

れます。しかし，調停の場合はそのようなことがなく，その日にどうい

った調停があるかは，外部からは分からないですから，調停が非公開と

なっているということにメリットを感じている依頼者が中にはいるか

なと感じています。  

● メリットもあればデメリットもあるということだろうと思います。全

ての紛争が調停にふさわしいというわけではないでしょうけれど，調停

を利用できそうな事件について，より調停を利用していただくためにど

のような工夫ができるのでしょうか。先ほどからメリットという点で若

干話が出ておりますが，公開でなく，秘密が守られるという点が挙げら

れています。ＡＤＲというといろんな種類がありますが，調停は裁判所

付設型のＡＤＲということで，裁判官が関与した形で，話だけ聞いて足

して２で割るのではなくて，法律的な問題点を踏まえた解決案を提示で

きるということがあって，紛争としてはまだ煮詰まっていないような事

案でも，調停委員２人と裁判官が法律的に検討して，妥当な解決案を提

示できるというところが大きなメリットと思いますが，そのメリットは

中々伝わりにくいところだと思われます。委員の皆さんには，このあた

りの認知を高めていく方法を裁判所としてどう工夫すべきかという点

を自由に御意見いただければと思いますが，いかがでしょうか。  

◯ 先ほど，どの程度民事調停が認知されているか，というお話が出まし
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たけれども，民事調停の潜在的なニーズはどの程度なのでしょうか。と

いうのは，いただいた資料で，全国と水戸の調停の件数が出ていますけ

れども，この背景にはこの何倍ものニーズがあるのか，その点の感覚は

どうでしょうか。それから，費用が安いということですが，例えば１０

万円の請求で手数料５百円という説明がありましたけれども，請求額の

何パーセントなどと決まっているのかを教えていただければと思いま

す。  

● 潜在的なニーズはどの程度かという御質問ですが，これは非常に難し

い御質問かと思います。先ほど民事調停の統計の説明の中で，特定調停

の件数が激減したとありましたが，これはいわゆる過払金返還請求が，

法律の改正がなされたり最高裁の判例が出て救済がされることになっ

たことで激減し，あるいは，実質的にも紛争がなくなってきているのだ

ろうと思いますが，調停に馴染む紛争が実際にどのくらいあるのかとい

うのは難しいと思います。実は，民事訴訟自体も件数が横ばいかやや減

少しております。ただ，このことが本当に今の日本社会で紛争が減って

いるということなのかというのは，非常に難しいところだと思います。

私は民事事件を担当しておりましたが，紛争自体はそんなに減っていな

い感覚ですが，いかがでしょうか。相談件数は今でも多いでしょうか。 

◯ 相談件数自体は若干減少傾向ではありますが，ただ，感覚としては，

家事調停は皆さん利用しており，また，貸金とか売買代金請求などの相

談は多いです。消費生活センターでの相談は，事業者と消費者との紛争

の相談を受けることになっておりますので，個人間の紛争についてはこ

ちらでは扱えないので，他の機関を紹介するということになりますが，

先ほどのお話にありましたように，民事調停の出頭率が７割程度という

ことであれば，紹介するに値すると思いました。ただし，先ほどの説明
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にもありましたが，非常にこだわりが強く，自分が絶対的に正しいとい

うような相談の内容も多くありますので，民事調停の制度からすると，

申立人と相手方が同じくらいの温度であれば，民事調停を紹介してもい

いのかと思いますけれども，こちらの相談員は，どちらが正しいとは言

えませんので，判断のできる方，具体的には弁護士への相談に向けてし

まうことが多く，相談された紛争に対して民事調停を案内できるかとい

うと，大丈夫なのかなというのが個人的な感覚としてあります。  

● 弁護士委員は紛争が減っているという実感はあるでしょうか。  

◯ 紛争自体が減っているという感じはないです。弁護士の数が増えてい

るということもありますが，それを差し引いたとしても相談件数が減っ

ているということはないかと思います。弁護士会で行っている法律相談

の相談件数については諸事情があって年々減少傾向ではありますが，そ

れは相談する窓口が増えていることの裏返しなのではないかと個人的

には思っています。  

  例えば，弁護士に相談にきて，弁護士にお願いして進めたいという方

で，請求額があまり多くなくて弁護士費用を立てるとほとんどなくなっ

てしまうということであれば，調停という手続があるので，こういうふ

うにして御自分でやってみたらどうですかという話をすることはよく

あります。  

◯ 私も，紛争が減っているわけではないと思います。ただ，先ほどのお

話にもありましたように，凝り固まっていない案件については，アドバ

イスして当事者間で話し合ったり，弁護士が代理をして話し合ったりし

て解決してしまうこともあるので，民事調停でやってみましょうという

案件は少し凝り具合が強くなっているケースかなとは思います。ただ，

あまり凝りすぎていると調停でも難しいところで，民事調停をお薦めで
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きる案件は少ないかもしれないです。  

● 今のお話としては，どれぐらい多いのかは分かりませんが，ニーズは

もっとあるのではないかというのが現状ではないかと，もう一つは手数

料の関係ですが，手数料は法律で額が決まっておりまして，請求額が大

きくなるとパーセントが低くなるように，あまり高額にならないように

はなっておりますが，そのあたりを簡裁からお話してください。  

△ 一般的に調停ですと請求額は１００万円前後のことが多いですが，訴

訟ですと請求額が１００万円までは１０万円増えるごとに１０００円

加算され，調停事件はその半額になりますから，例えば，請求額が１０

万円ですと訴訟の手数料は１０００円，調停であれば手数料は５００円

となります。費用が安いというのは，その他に通信費用も同様でして，

通信費用は郵便切手で納めていただいておりまして，訴訟の場合は特別

送達といって，特殊な送達をするものですから，１回の郵便で１０７２

円掛かり，調停の場合は普通郵便で送りますので８２円掛かることにな

ります。そうすると，予納してもらう郵便切手は，訴訟だと５０００円

程度，調停事件だと５００円程度としています。ですので，例えば調停

事件で１０万円の貸金請求事件であれば，１０００円程度で進められる

ことになります。  

◯ 基本的なことですけれども，調停制度は日本社会に非常に適している

という感じはしております。民事調停というのは，紛争が起きたときに，

当事者同士で円満解決するのが一番いいのですが，訴訟で決めるという

こととの中間にあって，その紛争に簡裁が間に入って，最終的に当事者

同士で解決するということで，非常に合理的だと思いますけれど，調停

制度の制度設計の経緯といいますか，なぜ民事調停制度ができたのか，

欧米とどこが違うのかについて，ご存じであれば教えていただきたいで
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す。  

● 民事調停制度は大正時代にできた古い制度です。制度ができた直後に

関東大震災が起こって，土地関係の紛争がすごく増えて，そのときにこ

の調停制度がよく使われたというように聞いております。どういう歴史

なのかというところは詳しくありませんが，紛争に裁判所が入って解決

するという制度は，諸外国ではそんなに多くないと聞いております。い

ろいろなＡＤＲがあって，仲裁などは典型的なＡＤＲで，仲裁は専門家

を仲裁人に選んで行うものです。それから弁護士会が仲裁センターを作

っていて，交通事故などの仲裁をしておりまして，それは弁護士が仲裁

人という形で仲裁を行うわけですけれど，裁判所に付設した形というの

は非常に珍しいＡＤＲだと思います。そういうことから，アジア圏では，

国民性に合うということで，モンゴルやベトナムなどの法整備支援をし

ている国からは，日本の有益な制度ということで勉強に来られていて，

モンゴルでは日本の調停に非常によく似た制度を取り入れていると聞

いたことがあります。調停制度は日本的といいますか，訴訟になる前に

裁判所が関与して解決を図るという，いわば特有の制度なのかもしれま

せん。  

簡裁の方でありますか。  

△ 詳しいところは承知しておりませんが，委員長から御説明がありまし

たように，当初は借地借家の問題が多くて，裁判所が関与して話合いで

解決していくという制度でスタートし，それを徐々に増やしていって，

その他の一般の民事事件も調停の対象になっていきました。おそらく日

本の国民性に合った制度だったため対象が拡がっていったのかと思い

ます。  

諸外国との違いは，裁判所が関与していることです。最終的に解決し



 - 12 -

たときに，裁判所が関与した解決は非常に説得力とか満足感が高いとい

われています。それから，裁判官と民間の有識者である調停委員とが主

体を構成するということが極めて珍しい制度だと思います。  

● いろいろな特殊性などが議論になりましたし，紛争自体は潜在的には

 減っていないということですが，中々それが調停手続の利用に繋がって

 いないところがあります。実は今，訴訟での和解も難しくなっていると

 いうのが現状で，話合いの解決ということが段々難しくなっているとい

 うのが実情なのだろうと思います。訴訟上の和解も前に比べると難しく

 なっていて，先ほど，当事者のこだわりが強いという話が出ましたけれ

 ど，当事者が自分の主張を中々変えず，話合いではなくて，裁判所が判

 決を出さないと解決しないという例が増えているのだろうと思います。

 一方で，判決だと白黒付けるということになってしまうので，それぞれ

 にとって良い解決をできるというのが，和解や調停の良いところだろう

 と思うのですが，いろいろな機関にリーフレットを置かせていただいた

 り裁判所の法の日週間行事で広報をしたりと，いろいろ工夫をしている

 と説明させていただきましたが，裁判所はこういった広報が下手な組織

 ですから，どうやって紛争解決手段を上手く国民に伝え，それを利用し

 てもらうかについて御意見を伺いたいのですが，いかがでしょうか。  

◯ 一つのアプローチとして，相談者に対して，裁判所に調停という方法

がありますよという紹介の仕方はあるのかなと改めて思いました。確

かに，紛争の間に裁判所が入るということに重きを置く方もいらっし

ゃるので，ＰＲに協力したいと思います。  

◯ 私は大学でメディアとか広報，広告を教えています。法律の専門家で

はないので，民事調停という言葉は知っていましたが，制度の中身は

今日初めて知りましたし，おそらく学生も言葉くらいしか知らないの
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だろうと思います。調停事件が減っている理由もほぼ明確なので，で

は，誰にそれを伝えたいのかが私にはよく分からなかったです。一般

の消費財と違って，認知度が高ければいいというものではないのか，

それとも一番最初に調停があって，裁判に訴えるというふうに，ポジ

ションを決められるものであれば，それを常識として学生に教えられ

る状態を作ればいいと考えています。ただ，どうもお話を聴いたり資

料を見たりすると，裁判による方法がメインで，調停は別の手段のよ

うにも見受けられるので，調停制度を理解するのは素人には非常に難

しいのではないかと思います。ですから，法曹の皆さんが調停の位置

づけをどうお考えなのかがまず大事なのではないかと思います。先ほ

どお話にあったように，一体誰が使う制度なのか，そのターゲットが

今ひとつ見えないというのと，調停制度を知らせることによって，何

をアウトプットとしてお伝えするのかが明確ではないので，皆が知っ

ていれば良いということではないのではないかと思います。あるいは，

皆が知った方が良いと考えるのであれば，裁判制度の中で，ストーリ

ーの中に乗っていなければならないと思いますが，私の知識でも調停

制度が裁判制度の入り口となっているとは到底思えないので，多分こ

れを簡単に学生に教える機会を作っても学生の記憶には残らないのか

なと思います。  

● 非常に本質的な御意見をいただいたと思いますが，今の御意見は，広

報のターゲット層はどこか，民事調停の裁判所が行う紛争解決手段の中

の位置づけ，調停手続を利用した場合のメリットが明確でないので，な

かなか広報が難しいということでしたが，今のお話の関係で何かござい

ますか。  

◯ 私は大学院の時に民事訴訟を勉強していて，調停は使い勝手が良いん
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だろうと思っていました。しかし，紛争はあまり進みすぎていると凝り

固まってしまうことになるように思います。私のところに来る事件も，

やはり凝り固まってしまうと解きほぐすのは難しいものが多いと感じ

ます。紛争が起きて，弁護士に相談に行くとなると，弁護士に相談する

以上は戦ってやるとか，自分がお金払って弁護士を雇うのだから，とな

ってしまうので，簡易裁判所で民事調停をするポイントというのは，市

民の方に開かれていて何でも相談に来てもらうという，凝り固まる前の

早い段階の紛争というのを裁判官や調停委員を交えて解決するという

ところに意味があるのかなと思います。そうなったときに，調停のメリ

ットとして私が感じるのは，紛争になった以上は話合いをしたはずなの

で，その中で第三者を交えて話し合う，しかも直接話をしなくても良い，

というところがメリットだと思います。そう思うと，弁護士に相談に行

く前に，簡易裁判所の調停で話合いをしてみようか，ということをアピ

ールすれば良いのではないかと思います。ではどうやって広報すれば良

いのかとなったときに，一般の方がよく見る紙面だとか，地域の広報誌

などに定期的に記事を載せるのもいいのかなと思います。インターネッ

トも良いと思いますけれど，広報誌などの冊子は目を通しますから，意

味があるのかなと思います。  

● 確かに，民事紛争の中の調停手続の位置づけはあまりはっきりしない

ところはあって，家事の場合は調停前置主義といって，先に家事調停を

しないと次に進めないということになっているので，ある意味位置づけ

ははっきりしているわけですが，民事調停の場合は調停をしなくても訴

訟もできるし，他にいろいろなやり方があって，紛争解決方法の一つの

方法ということなので，そのあたりの説明は中々難しいという感じがし

ます。他に何かありますか。  
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◯ 私は調停という言葉は知っていましたが，職場などでは馴染みがあり

ません。今日お話をお聴きしていて思ったのは，紛争にもならないよう

な相談案件が非常に多いというお話がありましたが，その辺のレベル度

がよく分からないというのがございまして，その整理が必要なのかなと

感じました。  

◯ 紛争当事者の主張を折り合わせるとかお互い譲歩するとかの民事調

停の精神は，訴訟で白黒付けるよりも日本人の国民性に向いているのか

なという気がします。先ほど認知度のお話がありましたけれど，例えば，

御自身で紛争や悩みを抱えて，弁護士に相談に行くような方であれば，

当然，ある程度調停手続にも関心があるでしょうけれど，それ以外の方

については，認知度はまだまだだと思います。逆に言えば，大多数の方

は訴訟や調停を利用する機会は無いわけで，そういう方に調停制度をＰ

Ｒしてもあまり意味が無いのかと思います。先ほど事務局から調停協会

の無料相談会について説明がありましたが，率直にいって，相談者が多

いなというように思いましたので，もっと相談会の頻度を上げても良い

のではないかと思います。  

● 裁判官委員から，調停の有効性について何か感じることはありますか。 

◯ 地裁の訴訟で，建築訴訟の場合には，専門的な知見を得るために調停

に付して，建築士の調停委員を入れて解決を図るというのが，かなり一

般的なやり方になっておりまして，そういう事件では地裁の裁判官とし

ても調停の有効性を感じているところであります。建築瑕疵の事件では，

瑕疵の項目がかなり多く難しい事件もあるのですが，専門的な知識のあ

る調停委員が入りますと，かなり話合いでまとまるという実感を持って

おります。  

● ターゲットの問題，位置づけの問題，メリットの問題といった話も出
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ましたが，全体について何かありますか。  

◯ 先ほど，こういう紛争も裁判所にくるのか，という紛争も結構ありま

すというお話がありましたが，それでも良いじゃないかという考えはな

いですか。訴訟ですと，いわゆる法律を適用しての解決でなければなら

ないという縛りはありますけれど，民事調停だとそういう縛りはないわ

けですから，何でも聴きますということではいけないですか。  

● 訴訟では訴状に書かれている内容から，これは実際上，全く紛争が違

うなと考えても，処分権主義がありますから勝手に変えたりできないわ

けです。ところが調停の場合は，申立書にぼやっと書いてある中から，

それは何が問題なのかを抽出したり再構成したりすることができると

いうのは，大きなメリットだと思います。  

  広報するには，キャッチフレーズやポイントが重要なのだろうと思い

ますが，どういった観点が考えられますか。  

◯ １０年時効の過払い金のＣＭの依頼が，弁護士事務所や司法書士事務

所から来ておりますけれど，こういう紛争はこういう解決方法がありま

すよとか，具体例を挙げること，例えば，借金を毎月数万円ずつ返して

いて，現在まだ百万円残っている状況で，よく調べたら過払い金が百万

円以上ありましたとか，そういう実例を挙げたりとか，着手金も要らな

いし，成功報酬も過払い金があったときだけいただきます，というＣＭ

を流しております。それを聴いた相談者も非常に多いようです。  

  先ほどから，調停手続のメリットもたくさん出ましたけれど，紛争が

起きて，凝り固まってしまい，訴訟しかないということになる前に，紛

争解決手段としてこんなに良い方法があります，Ａさんの場合はこうで

した，Ｂさんの場合はこうでした，というようなものがあると，理解し

やすいのではないかと思います。  
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● 具体的な例を入れてというお話でしたが，リーフレットについて，外

部機関に置いていただいておりますが，置いていただくだけではなく，

何か裁判所が工夫できるところはありますか。  

◯ 今年の初め頃，ＢＳ日テレで，政府広報で民事調停が放映されたと思

いますが，例えばＣＤやＤＶＤを作成して調停相談会で流すとか，何ら

かの形で誰でも観られるような対応の仕方を検討されてもよろしいの

かと思います。それから，ＤＶＤの貸出しができるのであれば，商工会

議所で貸していただくということも考えられるかと思います。  

● 最高裁のホームページにおける民事調停手続の案内では，各種リンク

というところがあって，そこに動画が観られるようになっておりまして，

これが今お話があったＢＳ日テレで放映されたものと同じものです。た

だ，ホームページでリンクは貼ってありますがパソコンで観なければな

らないので，もっと広く調停制度を伝えることについて裁判所で工夫の

余地があるのかもしれません。  

  今日は調停制度の御説明をさせていただいて，いろいろと御意見いた

だきました。非常に有益な御意見をたくさんいただいたと思いますし，

これから裁判所で工夫していきたいと思いますが，全体的なところで何

か御意見がございましたら伺いたいと思いますが，いかがでしょうか。 

  聞いたことはあるけれどそれ以上馴染みがないというテーマを取り

扱わせていただきましたが，非常に有益な議論をありがとうございまし

た。  

５ 次回のテーマ  

 「裁判員制度について」  

６ 次回の開催期日  

   平成３１年６月３日（月）午後１時３０分から午後３時３０分まで  
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   以 上  


